
 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

働くことを認められていない外国人を雇った人や 

不法入国を手助けした人たちに対する罰則が今後 

　　　　　　　　　　 強化される予定です。 

 

◎薬物ってどんなもの？ 

　覚醒剤、大麻、ＭＤＭＡ、危険ドラッグ等の違法薬物は、精神に影響を
及ぼし、習慣性があるため、使用等が法律により禁止又は制限されていま
す。これらの薬物を乱用すると、精神や身体をむしばむばかりでなく、薬
理作用から、幻覚、妄想等の精神障害に陥り、殺人、放火等の重大事件、
交通事故を引き起こす場合もあるなど、社会の安全を脅かすものです。 

急増する若者の大麻乱用  

　 令和６年１２月１２日より、大麻の規制に関する改正法が施行され、大麻が麻薬と位置づ
けられたことにより、大麻の施用も規制されることとなりました。 
　 大麻は持っていても、使っても犯罪です。 
  薬物に関われば、人生は壊れてしまいます。薬物乱用のない社会を作りましょう。

裏面もあります。（重要） 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 　
 

   ご近所での違和感や異常にいち早く気付けるのは、地元の皆さまです。
 　不審者、不審車両等を目撃した際には、無理な行動はせず、通報をお願いします。

   また、お子様がいるご家庭では、闇バイトに加担しないように指導もお願いします。


